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飼い犬に関する届け出を忘れていませんか？

お
し
ら
せ

市役所の住所　〒506-8555 花岡町2-18
ホームページアドレス http://www.city.takayama.lg.jp/

（　）内は前月比

飛驒高山ふるさと基金への寄附受付状況（12月末日現在）

みなさんの「想い・願い」をしっかり受け止め
こころのふるさと飛驒高山のまちづくりに活かします

寄 附 件 数 255件
寄附金総額 25,721,694円

ふるさと納税で
飛驒高山を応援してください

１月１日現在の人口
93,535人
44,577人
48,958人
34,611世帯

（- 10）
（- 15）
（＋ 5）
（- 24）

総人口
男
女
世帯数

1月15日（日）

19日（木）
22日（日）

24日（火）
28日（土）

2月1日（水）
4日（土）

11日（土・祝）
14日（火）
15日（水）

モンデウス・スペシャルホリデー（モンデウス
飛驒位山スノーパーク）
酒蔵めぐり（～2月29日　市街地）
スズランカップクロスカントリー大会（鈴蘭高原）
雪と遊ぼうin宇津江四十八滝（宇津江四十八滝）
二十四日市（本町通り、安川通り）
東海雪合戦大会in奥飛驒（～29日　奥飛驒村上
総合グラウンド）

新穂高温泉中尾かまくらまつり（～14日）
NORIKURAウィンターカーニバル（～5日）
氷点下の森　氷祭り
ぎふ清流国体　冬季大会スキー競技開始式（市民文化会館）
ジャイアントスラローム（～17日  飛驒ほおのき平スキー場）
クロスカントリー・ジャンプ（～17日  鈴蘭高原、鈴蘭シャンツェ）

《今後の予定》
飛驒高山映像祭Youth Award 2011（3月1日）（市民文化会館）

１月・２月のこよみ

おしらせ

●１月後半のケーブルテレビ番組（主なもの）●

※ケーブルテレビでは、このほかにもいろいろな番組を放送しています。ぜひご覧ください。

わがまち再発見

番　組　名 放　送　内　容

○月水金　8：30～  20：00～  23：30～
○火木　　7：00～  15：30～  19：00～
○土日　　6：30～  18：00～  22：30～

○月水金　12：30～  20：30～  23：00～
○火木　　12：00～  19：30～  21：30～
○土日　　11：30～  18：30～  22：00～

ハイ！ 市役所です

わがまち再発見　高山歴史さんぽ
～三町（神明）用水の探索～

ハイ市長です
市営３スキー場の紹介、冬のイベント情報　ほか

○３月31日まで本庁または各支所で受付
中です。

○義援金は、日本赤十字社を通じて被災地
に届けられます。

○和歌山県平成23年台風12号災害義援金
は、３月30日まで延長して受付中です。

東日本大震災の義援金
◆みなさまからお寄せいただいた義援金
84,724,452円
（12月31日現在の集計）

水道の凍結防止措置は
お済みですか

問合先 上水道課
　35-3149

　凍結による水道管破裂、漏水を防
ぐため、水抜きなど適切な措置をお
願いします。破裂してしまったとき
は、市指定の給水装置工事事業者に
依頼し、修理してください。事業者は
毎月1日号の広報たかやまや市ホー
ムページでご紹介しています。
　また、漏水があったときは、その期
間の１カ月分に限り、水道料金・下水
道使用料を一定の範囲内で減額でき
る場合があります。詳しくはお問合
せください。

犬を飼い始めたとき（登録料3,000円）
犬を飼うことになったら30日以内（ま
たは生後90日以降）に届け出てくださ
い。登録されていない犬は、狂犬病予
防注射を受けることができません。
犬が死亡したとき
犬が死亡したら鑑札と狂犬病注射済
票を持参のうえ、30日以内に届け出て
ください。
※登録事項（住所・氏名など）に変更があったときも届け出が必要です

子ども手当の申請はお済みですか
申　込
問合先

子育て支援課
　35-3140

都市計画道路・大新松本線の
廃止案の縦覧

問合先 都市整備課
　35-3176

縦覧期間　１月16日～１月30日
　　　　　（土、日曜日は除く）
縦覧時間　午前８時30分～午後５時

15分
縦覧場所　市役所（花岡町２）
　　　　　３階　都市整備課
意見書の提出　廃止案について意見
のある方は、縦覧期間中に意見書１
部を都市整備課に提出して下さい
（郵送可）。

　平成23年10月分以降の子ども手当
を受給するためには、認定請求書の提
出が必要です。まだ申請がお済みでな
い方は３月31日までに手続きをして
ください。
申請が必要な方
平成23年10月１日現在、中学生ま
でのお子さんを養育している方
提出期限　３月31日㈯まで
※期限までの申請であれば、10月分ま
でさかのぼって手当を受給するこ
とができます。期限を過ぎると申請
日の翌月分からの受給となります。

左）登録の証明となる犬鑑札
右）狂犬病予防注射済であるこ
とを示す注射済票

健康推進課　　35-3160　または各支所地域振興課申請・問合先

の り く ら

ユース アワード

ヒッツＦＭで「声の広報たかやま」を放送しています。１日と15日の午前６時～７時・午後10時～11時19
2012.1.15


